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平成３０年第６回宮崎市議会（１２月定例会）

提出案件一覧 （その２）

１ 件数

今 回 累 計

議 案 １１ 件 （ ４１ 件）

報 告 ０ 件 （ ９ 件）

合 計 １１ 件 （ ５０ 件）

２ 内訳

（１）議案（１１件）

①平成３０年度補正予算案（その２）（９件） ⇒ 議案第１６２号～議案第１７０号

②条例案（２件） ⇒ 議案第１７１号・議案第１７２号

３ 議案の概要

平成３０年度補正予算案（その２）（９件）

《一般会計》

議案第１６２号 平成３０年度宮崎市一般会計補正予算（第５号）案

【財政課（予算担当課）】

《特別会計》

議案第１６３号 平成３０年度宮崎市公営住宅建設資金特別会計補正予算（第２号）案

議案第１６４号 平成３０年度宮崎市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）案

議案第１６５号 平成３０年度宮崎市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）案

議案第１６６号 平成３０年度宮崎市卸売市場特別会計補正予算（第１号）案

議案第１６７号 平成３０年度宮崎市介護保険特別会計補正予算（第４号）案

【財政課（予算担当課）】

《企業会計》

議案第１６８号 平成３０年度宮崎市水道事業会計補正予算（第１号）案

議案第１６９号 平成３０年度宮崎市公共下水道事業会計補正予算（第１号）案

議案第１７０号 平成３０年度宮崎市農業集落排水事業会計補正予算（第１号）案

【上下水道局 管理部 財務課】

別添「平成３０年度１２月補正予算案概要（その２）」のとおり

平成30年12月6日
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議案第１７１号・議案第１７２号 条例案（２件）

議案第１７１号 宮崎市常勤の特別職の給与に関する条例及び宮崎市教育長の給与等に関

する条例の一部改正について 【人事課】

◇提案理由

本市職員の給与改定等を踏まえ、常勤の特別職及び教育長の期末手当の額の改定を行

うため。

◇主な内容

市長、副市長、上下水道局長、代表監査委員及び教育長の期末手当の額を、次のとお

り改定する。

《平成30年度》12月の期末手当を0.05月分引き上げる。

《平成31年度》６月及び12月の期末手当をそれぞれ1.675月分とする。

（※）市長及び副市長については現行どおり（附則第３項）

◇施行期日

公布の日（ただし、平成３０年度に係る規定は平成３０年１２月１日に遡って適用

（市長及び副市長を除く。）。平成３１年度に係る規定は平成３１年４月１日施行。）

現行 改正後

平成30年度 平成31年度

６月期末手当の支給率 1.575月分 変更なし 1.675月分

12月期末手当の支給率 1.725月分 1.775月分（※） 1.675月分

合計 3.3月分 3.35月分 3.35月分
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議案第１７２号 宮崎市職員の給与に関する条例の一部改正について 【人事課】

◇提案理由

国家公務員の給与に関する人事院の勧告を踏まえ、本市職員に支給する給与について

の改定を行うため。

◇主な内容

１ 給料表

「行政職給料表（別表第１）」及び「医療職給料表（別表第２）」の給料月額を平均

で0.2％引き上げる。

２ 勤勉手当

勤勉手当の支給率の上限を、次のとおり年間で0.05月分引き上げる。

《平成30年度》12月の勤勉手当を0.05月分引き上げる。

《平成31年度》６月及び12月の勤勉手当をそれぞれ0.025月分ずつ引き上げる。

※（ ）書きは、再任用職員。

３ 初任給調整手当

初任給調整手当の支給上限額を次のとおり引き上げる。

４ 宿日直手当

宿日直手当の支給上限額（勤務１回につき）を次のとおり引き上げる。

※（ ）書きは、執務時間が通常の執務日の２分の１の時間である日の退庁時から引

き続いて行われる宿直勤務の場合。

現行 改正後

平成30年度 平成31年度

６月勤勉手当の支給率 0.9月（0.425月） 変更なし 0.925月（0.45月）

12月勤勉手当の支給率 0.9月（0.425月） 0.95月（0.475月） 0.925月（0.45月）

合計 1.8月（0.85月） 1.85月（0.9月） 1.85月（0.9月）

現行 改正後

医療職給料表の適用を受ける職員 月額 414,300円 月額 414,800円

上記以外の医師及び歯科医師 月額 50,700円 月額 50,800円

現行 改正後

通常の宿日直手当 4,200円(6,300円） 4,400円（6,600円）

特殊な業務を主として行う宿日直勤務 7,200円（10,800円） 7,400円（11,100円）
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５ 期末手当

平成31年６月及び12月の期末手当をそれぞれ1.3 月分（再任用職員にあっては

0.725月分）とする。

※（ ）書きは、再任用職員。

◇施行期日

公布の日（ただし、平成３０年４月１日に遡って適用。２のうち平成３１年度に係る

規定及び５は、平成３１年４月１日施行。）

現行（平成30年度） 改正後（平成31年度）

６月期末手当の支給率 1.225月（0.65月） 1.3月（0.725月）

12月期末手当の支給率 1.375月（0.8月） 1.3月（0.725月）

合計 2.6月（1.45月） 2.6月（1.45月）


